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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

在
日
米
軍
基
地
の
日
本
人
従
業
員
に
対
す
る
武
器
携
帯
強
行
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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一 

 



 

今
回
の
こ
の
措
置
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
限
定
核
戦
略
に
基
づ
く
基
地
強
化
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
米
軍
当
局
が
「
基
地
へ
の
破
壊
防
止
」
と
言
つ
て
い
る
よ
う
に
、
沖
縄
県
民
を
始
め
と
す
る
日
本
人
に
対
し

て
、
銃
口
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。 

全
国
各
地
の
在
日
米
軍
基
地
で
、
日
本
人
従
業
員
が
銃
を
持
た
さ
れ
て
基
地
の
警
備
に
当
た
つ
て
い
る
こ
と 

が
、
本
年
三
月
二
十
五
日
の
参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
特
別
委
員
会
で
、
日
本
共
産
党
の
立
木
洋
参
議
院
議
員

の
追
及
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。 

し
か
も
拳
銃
携
帯
が
、「
射
撃
不
適
格
者
」
の
解
雇
、
配
置
転
換
と
結
び
つ
け
て
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重

大
で
あ
る
。 

 
嘉
手
納
基
地
で
は
、
日
本
人
警
備
員
に
対
し
て
拳
銃
携
帯
を
強
要
し
実
施
さ
せ
て
い
た
。 

在
日
米
軍
基
地
の
日
本
人
従
業
員
に
対
す
る
武
器
携
帯
強
行
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

日
本
人
従
業
員
を
始
め
全
駐
留
軍
労
働
組
合
は
、
「
安
全
対
策
上
問
題
で
あ
り
事
件
、
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
か 

ね
な
い
」
と
し
て
、
米
軍
当
局
に
撤
回
を
強
く
要
求
し
て
い
る
。 

一 

米
軍
が
、
日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
強
制
的
に
携
帯
さ
せ
、
基
地
の
防
衛
、
警
備
に
当
た
ら
せ
る
な
ど
は
、

言
語
道
断
で
あ
る
。 

日
本
国
民
の
生
命
と
安
全
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
に
関
し
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
た
だ
し
た

い
。 2 

日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
て
ま
で
、
基
地
を
防
衛
、
警
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
あ
る

の
か
。 

1 

政
府
は
、
直
ち
に
米
側
に
対
し
撤
回
を
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

こ
れ
は
、
日
本
人
に
銃
口
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
一
層
重
大
で
あ
る
。 

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。 

四 

 



 

二 

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
七
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
当
時
の
林
法
制
局
次
長
は
、
米
軍
が
、
日
本
人
従

業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
行
政
協
定
第
三
条
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
、
と

い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
。 

1 

日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
、
基
地
の
防
衛
、
警
備
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
は
、
米
軍
隊
の
行
動
そ 

3 
外
務
省
は
、「
米
軍
の
政
策
に
よ
つ
て
も
た
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
政
策
だ
か
ら
と
い
つ
て
日
本

人
従
業
員
に
武
器
を
持
た
せ
て
も
い
い
と
言
う
の
か
。 

ま
た
外
務
省
は
、
最
近
の
委
員
会
で
、「
地
位
協
定
第
三
条
第
一
項
第
一
号
で
認
め
ら
れ
る
」
と
の
答
え
を
行

つ
て
い
る
。 

こ
れ
は
極
め
て
問
題
で
あ
る
。 

嘉
手
納
基
地
で
新
た
に
拳
銃
を
所
持
さ
せ
た
理
由
は
何
か
。
米
軍
の
政
策
の
変
更
が
あ
つ
た
と
い
う
の 

か
。 

五 

 



 

2 

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人
従
業
員
が
、
米
軍
隊
の
行
動
の
一
環
と
し
て
武

器
を
携
帯
し
、
基
地
を
防
衛
、
警
備
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
基
地
内
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
の 

 

か
。 

の
も
の
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。 

林
法
制
局
次
長
ら
の
答
弁
は
、
日
本
人
を
し
て
基
地
を
防
衛
、
警
備
さ
せ
る
な
ど
、
米
軍
隊
の
行
動
、
任

務
の
一
端
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

地
位
協
定
第
三
条
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
許
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
、
政
府
の
明
確
な
見
解
を
求
め

る
。 こ

れ
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
従
業
員
を
米
軍
隊
の
事
実
上
の
「
傭
兵
」
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

も
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

米
軍
が
、
必
要
と
判
断
し
た
ら
日
本
側
と
の
協
議
に
よ
つ
て
、
場
合
に
よ
つ
て
は
基
地
外
に
も
及
ぶ
と
い 

六 

 



 

三 

日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
、
警
備
さ
せ
て
い
る
基
地
は
、
三
沢
（
青
森
県
）
、
横
須
賀
、
厚
木
（
神

奈
川
県
）
、
富
士
（
静
岡
県
）
、
岩
国
（
山
口
県
）
、
嘉
手
納
、
瑞
慶
覧
（
沖
縄
県
）
の
七
カ
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か

つ
た
。 

3 

昭
和
三
十
二
年
の
基
本
労
務
契
約
の
別
添
に
あ
る
「
職
務
定
義
書
」
に
よ
る
と
、
散
弾
銃
、
カ
ー
ビ
ン
銃
を

も
携
帯
さ
せ
、
「
必
要
最
小
限
度
是
正
措
置
」
を
と
る
と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
か
。 

2 

外
務
省
は
、
武
器
の
携
帯
に
つ
い
て
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
日
の
第
三
十
四
回
日
米
合
同
委
員
会 

で
、
取
り
決
め
た
と
述
べ
て
い
る
。 

1 

武
器
を
携
帯
し
警
備
に
当
た
つ
て
い
る
基
地
は
、
こ
れ
だ
け
か
。
ま
た
、
携
帯
人
数
、
携
帯
武
器
の
種 

 

類
、
い
つ
か
ら
携
帯
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
、
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

そ
の
合
意
事
項
と
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

四 

基
地
内
に
お
い
て
、
日
本
人
従
業
員
が
公
務
中
、
米
軍
の
命
令
、
規
則
に
基
づ
き
日
本
人
に
対
し
て
、
武
器

を
使
用
す
る
事
故
、
事
件
が
発
生
す
る
こ
と
も
現
実
に
予
想
さ
れ
る
。 

2 

日
本
人
従
業
員
の
行
動
は
、
そ
れ
が
不
法
行
為
で
あ
つ
て
も
米
軍
の
命
令
、
規
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ 

1 

米
軍
の
命
令
、
規
則
に
基
づ
き
日
本
人
従
業
員
が
と
つ
た
行
動
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
法
令
が
適
用
さ
れ

る
の
か
。 

日
本
人
従
業
員
が
、「
不
測
の
事
態
も
あ
り
う
る
」
と
し
て
不
安
と
危
惧
を
抱
い
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。 ま

た
、
日
米
間
の
協
議
と
合
意
に
よ
つ
て
は
、
こ
れ
以
外
の
武
器
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
か
。 

ま
た
、
行
動
の
結
果
、
事
件
、
事
故
が
発
生
し
、
し
か
も
日
本
人
従
業
員
の
と
つ
た
行
動
が
日
本
の
法
令

に
違
反
す
る
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

五 

日
本
人
従
業
員
に
対
し
て
は
、
基
地
内
で
、
し
か
も
米
軍
の
行
動
の
一
環
と
し
て
行
う
公
務
中
の
任
務
で
あ

つ
て
も
、
日
本
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
武
器
の
携
帯
そ
の
も
の
が
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締 

法
」
（
以
下
「
銃
刀
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

4 

政
府
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
日
本
人
従
業
員
の
「
法
律
上
の
雇
用
主
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。 

3 
被
害
者
の
補
償
問
題
も
生
じ
得
る
が
、
補
償
責
任
は
米
側
が
と
る
の
か
。 

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
雇
用
主
で
あ
る
政
府
は
、
日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
、
米
軍
隊
の
行
動
の

一
端
を
担
う
が
ご
と
き
任
務
に
就
か
せ
る
こ
と
を
、
安
全
対
策
上
の
見
地
か
ら
も
断
固
拒
否
す
べ
き
責
任
が

あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

り
、
公
務
中
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。 

こ
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
地
位
協
定
第
十
八
条
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
が
、
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
い
。 

事
件
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
雇
用
主
と
し
て
の
責
任
を
ど
う
と
る
の
か
。 

九 

 



 

六 

日
本
人
従
業
員
に
武
器
を
携
帯
さ
せ
て
、
日
本
人
を
直
接
の
対
象
と
し
た
米
軍
当
局
の
基
地
の
防
衛
、
警
備

措
置
に
は
、
断
固
反
対
す
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
基
地
に
働
く
日
本
人
従
業
員
も
強
く
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り

で
あ
る
。 

ま
た
、
全
駐
留
軍
労
働
組
合
は
、
解
雇
、
配
置
転
換
と
結
び
つ
け
て
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
厳
し
く

抗
議
し
て
い
る
。 

在
日
米
軍
基
地
に
関
す
る
事
件
、
事
故
が
多
発
し
て
い
る
中
で
、
こ
の
措
置
は
事
態
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。 

「
銃
刀
法
」
に
は
、
「
法
令
に
基
づ
き
職
務
の
た
め
所
持
す
る
場
合
」
に
は
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
法

律
の
規
定
に
あ
る
「
法
令
」
に
は
地
位
協
定
な
ど
の
条
約
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
が
、
ど
う
か
。 

も
し
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
と
理
由
を
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

一
〇 

 



 

 

一
一 

政
府
は
、
日
本
人
従
業
員
は
も
と
よ
り
、
沖
縄
県
民
を
始
め
日
本
国
民
の
生
命
と
安
全
の
た
め
に
、
こ
の
米

軍
当
局
の
武
器
携
帯
の
強
制
的
措
置
を
撤
回
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。 

重
ね
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


